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様式第４号（第 11項関係）  

 

審議会等の会議の記録  

 

審 議 会 等 の 名 称  令和６年度第３回西脇市まちづくり推進審議会  

開 催 日 時  令和６年 10月 28日（月）午後７時 00分～８時 30分  

開 催 場 所  西脇市役所  大会議室  

出 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

平田富士男会長、藤原悟副会長、松尾憲子委員、  

藤井琢己委員、松山千鈴委員、森川元良委員、  

高澤有可里委員、田中美紗子委員、堀井悠次委員  

計９名  

欠 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

來住啓子委員、清水賢一委員、竹内諭委員、竹本愛

委員、西山桂委員  計５名  

出 席 職 員 の 職 ・  

氏 名 又 は 人 数  

都市経営部長  渡辺和樹、まちづくり課長  藤原広

三、まちづくり課課長補佐  二若直也、まちづくり

課職員  野村悟史、片岡雪乃  計５名   

公開・非公開の別  公開  

非公開の理由  ―  

傍聴人の数  １名  

議題又は協議事項  

 

 

 

 

 

 

１・２  開会、市民憲章朗唱  

３  あいさつ  

４  報告事項  

  西脇市市民提案型まちづくり事業の審査結果に

ついて  

５  協議事項  

 ⑴  参画と協働のまちづくりガイドライン改訂に

ついて  

 ⑵  市民主体のまちづくりに関する啓発方法につ

いて  

６・７  今後の予定について、閉会  

会議の記録（概要）  

発 言 者  発言内容等  

 

 

１・２  開会、市民憲章朗唱  

３  会長あいさつ  

 

 

部 会 長  

４  報告事項  

  西脇市市民提案型まちづくり事業の審査結果について  

資料１「西脇市市民提案型まちづくり事業企画書の審査結
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果について」に基づき、西脇市まちづくり推進審議会審査部

会長から説明  

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  協議事項  

 ⑴  参画と協働のまちづくりガイドライン改訂について  

資料２「西脇市参画と協働のまちづくりガイドライン  

（案）」、資料３「西脇市参画と協働のまちづくりガイド

ライン概要版（案）」について事務局から説明  

 〈ガイドライン（案）に対する委員の意見及び変更点〉  

  ・  「１  参画と協働のまちづくりガイドラインとは」  

であるが、前段の導入部分は不要では。  

→  前段の導入部分を削除し、ガイドラインそのも

のの説明のみの記載に変更  

    ・  見出しと本文の記載内容が一致していないのでは。  

   →  以下のとおり見出しを変更  

該当箇所  変更前  変更後  

第１章  

 ２  

ガイドライン改訂

の背景  

まちづくりを取り

巻く状況  

第１章  

 ３  

参画と協働の定義

と位置付け  

参画と協働の位置

付けと定義  

第１章  

 ３  ⑴  

西脇市自治基本条

例では…  

西脇市自治基本条

例における位置づ

けと定義  

第１章  

 ３  ⑵  

総合計画では…  総合計画における

位置づけ  

第２章  

 １  

参画とは…  参画の定義  

第２章  

 ２  

協働とは…  協働の定義  

第５章  

 ２  

協働の役割と効果  協働の主体の役割

と得られる効果  

 

・  第２章の参画（参加）編、第３章の協働編の留意

点に主語を入れてはどうか。  

 →  主語を入れることで、読み方によって参画・協

働の範囲が狭まるように感じられるので、原案の

とおりとしたい。  

  ・  視覚的にわかりやすくなるよう、留意点を箇条書

きにしては。  
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会 長  

 

各 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   →  箇条書きに変更  

  ・  第２章の後にある参考ページに記載の「◎「参加」  

と「参画」」であるが、「参加」に少し悪いイメー

ジをもたせる内容であるため、見直すべきでは。  

   →  「参画」の第１歩が「参加」でもあるため、表

現を見直した。  

  ・  各ページに記載している写真の説明文が不十分で

はないか。  

   →  それぞれの説明文を変更  

このガイドラインの本編と概要版について何か意見や感

想はないか。  

〈ガイドライン本編に対する委員の意見〉  

 ・  第３章「協働編」の留意点の４つ目であるが、活

動の継続を前提とした記載の方が良いのでは。  

 ・  第４章「参画と協働のまちづくりを進める基本的

な方向」の５つ目「まちづくりへの体制づくり」に

ある地域自治協議会の図であるが、「市役所」でな

く、「市」または「行政」なのでは。  

 ・  誤字や文章の体裁を整えるべき箇所があるため、

再度見直すべきである。  

〈ガイドライン概要版に対する委員の意見〉  

  ・  ３ページに参画と協働の手法が箇条書きされてい

て見やすい反面、内容がイメージしにくい。それぞ

れ１つでもいいので、内容が記載されている方が良

いのでは。  

  ・  ４ページの参画と協働のまちづくりを進める基本

的な方向にある各項目の説明文の表現を合わせるこ

とや具体例を追記した方がわかりやすくなるのでは

ないか。  

  ・  ４ページのガイドラインの推進に向けての地域コ

ミュニティの箇所に記載されているまちづくりとい

う言葉が少し広すぎるイメージがあるので、もう少

し意味を狭めた表現がいいのでは。  

  ・  見やすさや手に取りやすさを優先した結果、全体

を通して説明不足であるように感じられる。各項目

に説明文を追記する必要があるのでは。  

  ・  概要版にガイドライン全文が確認できるページに

繋がるＱＲコードを掲載するべき。  
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会 長  

 

 

事 務 局  

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

委 員  

 

委 員  

 

事 務 局  

 

会 長  

 

事 務 局  

会 長  

  ・  参画と協働のまちづくりは、市民と行政が手を合

わせて実施するものかと思うが、それをより伝える

ため、表紙に課題提起やキャッチコピーを、中身に

参画と協働を推進する理由を記載してはどうか。  

  ・  配色に意味を持たせるのであれば、色の意味がわ

かる項目を冒頭の方に記載すべきでは。  

 本日のご意見を踏まえた修正案を再度皆さまにご確認い

ただくことにする。  

 ⑵  市民主体のまちづくりに関する啓発方法について  

資料４「市民主体のまちづくりに関する啓発リーフレッ

ト（案）」、資料５「市民主体のまちづくりに関する啓発

リーフレット（案）への委員の意見及び事務局の修正方針  

（案）」に基づき、事務局から説明  

このガイドラインの本編と概要版について何か意見や感

想はないか。  

表紙に記載されている作者名に「西脇市」とつけた方が

わかりやすくないか。また、４ページの説明箇所上段にあ

る子どもとその横の「子ども向けのイベントを開催したい

…」という文章がミスマッチしているので表現を変えては

どうか。  

ご提案のとおり修正する。２点目のご提案については、

「子どもも大人も楽しめるイベントを開催したい…」とい

う文章に変更する。  

また、絵本に出てくる子どもの名前について協議したい

が、ご意見はないか。  

ジェンダーレスの考え方を尊重した名前を決める必要が

ある。  

 名前が出てくる箇所は絵本箇所の冒頭部分のみであるた

め、無くてもいいのでは。  

 絵本箇所の冒頭の記載を変更し、名前の記載はしない表

現に変更してよろしいか。  

 ステップ１の「西脇市について検索してみよう」という

表現は、「西脇市について調べてみよう」ではないか。  

 ご提案のとおり修正させていただく。  

 他にご意見はないようなので、リーフレットは今回の修

正を行ったものを最終版とする。  

 ガイドラインについては、概要版への意見が多かったた

め、その修正案を各委員に送付し、確認することとする。  
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事 務 局  

６・７  今後の予定について、閉会  

 今回の協議内容を踏まえた修正案を各委員に確認いただいた

後に、庁内会議での審査後にパブリックコメントを実施する。

庁内会議で指摘があった場合、平田会長と事務局で協議し決定

することを提案し、承認いただく。  

問合せ先   都市経営部まちづくり課  

 


